
羽田発着枠配分基準検討小委員会 報告書 （概要）

既存ネットワークへの影響等を考慮し、羽田空港に既就航の６社全社から定率５％程度（各社少なくとも１枠）を回収。
また、今後、期中の一定期間に発着枠が使用されない場合は当該発着枠を回収（U/Lルール）。

競争を促進する観点から、将来、羽田空港に新規に参入しようとする航空会社が現れた場合に優先的に配分する「新規参入枠」を新設。

地域の主体的な取組を促進し、訪日外国人旅行者の一層の地方誘客等を図るため、羽田発着枠政策コンテスト枠を数枠増加。
対象路線の拡大（現在は新規路線及び３便以下の路線に限定）や当初配分期間の延長（２年→３年）等、制度を見直し。

より地方航空ネットワークの維持拡充に配慮し、訪日外国人旅行者の一層の地方誘客等を図るため、今般再配分する発着枠は
地方枠（非幹線）とする。
評価項目及び配点方法について、今日的視点から見直し。

スロットオークションについては、発着枠の財産的位置付け等の課題があるため、諸外国や他産業の動向も参考にしつつ、引き続き検討。

１．今般の発着枠回収のあり方

＜ポイント＞
羽田空港（国内線）は、2020年1月に混雑空港の使用許可期限が到来するため、発着枠の見直しに関する基本的考え方を整理。
今般の許可更新に当たっては、国内線の発着枠の増枠がないため、回収・再配分の仕組みを通じて発着枠の見直しを実施。
その際、従前の使用状況に配慮しつつ、競争促進及び多様な輸送網の形成等の観点から、これまでの各航空会社の発着枠の使用状況
や取組をチェック・評価して使用許可に反映し、地方路線の維持拡充を図るとともに、新規参入が可能となる環境を整備。

３．羽田発着枠政策コンテスト

４．発着枠の再配分

５．その他

２．新規参入会社の取扱い


